
農農業業体体験験施施設設「「函函館館市市亀亀尾尾ふふれれああいいのの里里」」市市民民農農園園利利用用者者募募集集  
 

４月２０日（日）に開園する「函館市亀尾ふれあいの里」の市民農園利用者を３月１日より募集していま

す。 

亀尾ふれあいの里には，市民農園のほか体験農園・果樹園があり，色々な農作業を体験することができま

す。 

また，併せて整備したビオトープでは水生生物の観察ができるほか，多目的広場では新鮮野菜の産直市な

どの各種イベントの開催を予定していますので，多くの市民の皆さんのご利用をお待ちしております。 

 

施設の概要 

場 所  函館市米原町１２６番地３ほか 

施 設  市民農園 ８０区画（１区画は２５㎡） 

体験農園 5 圃場４水田，果樹園，ビオトープ 

（附帯施設）管理棟，トイレ，農機具倉庫，駐車場（162台分），広場等 

募 集 内 容 市民農園 ８０区画（1人または１団体につき1区画を限度とします。） 

利 用 期 間 

４月２０日から１１月１０日まで 

※利用時間：日の出から日没まで 

※最高で５年間継続使用することができます。（～２４年度） 

利 用 料 金 １年度１区画（２５㎡）につき ５，０００円 

応 募 資 格 市の区域内に住所を有する方，または市の区域内に住所を有する方々で構成する団体 

応 募 方 法 
 「市民農園使用許可申請書」に必要事項を記入のうえ，４月３日（木）必着（郵送

の場合は４月３日消印有効）まで提出してください。 

申請書提出先 

次のいずれかに提出してください。 

◎函館市農林水産部農林課（市役所本庁舎３階） 

  〒０４０－０８６６ 函館市東雲町４番１３号 

  FAX２３－０３２５およびEメール nourinka@city.hakodate.hokkaido.jp 

   ※持参・郵送・FAX・E ﾒｰﾙのいずれの方法でも構いません。 

◎特定非営利活動法人 亀尾年輪の会（指定管理者） 

  E メール info@kameo-fureainosato.com 

   ※E メールで申請書を添付ファイルとして提出してください。 

抽 選 会 

 応募された方につきましては，使用区画（応募者多数の場合は，使用者）を決定す

る抽選会を開催しますので，必ず出席してください。 

 抽選会日時  平成２０年４月13日（日）10:00～12:00 

        集合時間１０：００（時間厳守） 

        ※ 終了時間については，応募者数によって，前後する場合があり

ます。 

 抽選会会場  函館市水産物地方卸売市場 会議室 

        函館市豊川町２７番６号 

そ の 他 

・ 市民農園のご利用にあたり，注意事項やルール等がありますので事前にお問い合

わせください。 

・ 締切日において，応募者が定数に満たない場合には再募集を行います。 

・ 体験農園の利用者も募集しております。 

お問い合わせ 

管理運営：指定管理者 特定非営利活動法人 亀尾年輪の会 

・函館市亀尾ふれあいの里管理棟 ５８－０８３１  

※４月２０日～１１月１０日までの午前９時～午後５時まで 

管理者直通 ０８０－５５８６－６７０４ ※午前９時～午後５時まで 

E-mail：info@kameo-fureainosato.com 

亀尾ふれあいの里ホームページ http://www.kameo-fureainosato.com 

函館市所管部局：農林水産部農林課 ２１－３３４２・３３４４ 



市民農園の利用申請にあたって 

 

市民農園を利用できる方 

 ○ 函館市の区域内に住所を有する方 

 ○ 函館市の区域内に住所を有する方々で構成する団体 

 

市民農園の利用について 

 ○ 「函館市亀尾ふれあいの里市民農園利用許可申請書」に必要事項を記入のうえ，募集期間内に申請し

てください。 

 ○ 許可をする市民農園の区画は，1人または１団体につき1区画を限度とします。 

   ただし，募集期間終了後，市民農園区画に空きがある場合は再募集を行います。 

 ○ 再募集を行いなお残余区画数が生じた場合は，1人また1団体につき４区画を限度に1区画を超える

数の区画の使用を許可することができるものとします。 

 ○ 応募者が区画数を超えた場合には抽選となります。 

 ○ 許可を受けた年度から5年間（更新4回）まで年度毎の閉園前までに申請書の提出により，ご利用の

区画のまま更新できます。 

 

利用料金等について 

 ○ 利用料金については，年度の途中からの利用となる等の場合においても1年度の利用料金となり，利

用料金の減免や月割による利用料金の設定などはありません。 

   また，年度の途中で利用を中止する等の場合においても，利用料金還付はありませんのでご承知おき

下さい。 

 ○ 利用料金のお支払いについては，指定管理者が指定する支払期間内および支払場所で現金にてお支払

い下さい。 

 ○ 利用料金のお支払いの際に市民農園使用許可書を発行いたします。 

 ○ 使用許可書が発行されるまでは，使用の許可を得ておりませんので，市民農園を使用することができ

ませんのでご注意ください。 

 ○ やむを得ず指定期間内にお支払いが不可能となる場合には，必ず事前に指定管理者までご連絡くださ

い。 

 ○ 事前に連絡無く、期日までに利用料金のお支払いが無い場合につきましては、公平平等な施設運営の

ため、お客様が市民農園を利用する意志がないとみなし、新たな利用希望のお客様にご利用予定区画を

ご提供させていただくことがありますので、あらかじめご承知おき願います。 

 

使用する際の留意事項 

 ○ 指定管理者の指示に従うこと。 

 ○ 許可を受けた目的以外に使用したり，他人に転貸したり，使用の権利を譲渡してはいけません。 

 ○ 許可無く，物品の販売や寄附の要請その他これらに類する行為をしてはいけません。 

 ○ 建築物等を設置してはいけません。 

 ○ 営利目的で作物を栽培してはいけません。 

 ○ 危険物等を持ち込んではいけません。 

 ○ 所定の場所以外で火気を使用し，または喫煙してはいけません。 

 ○ 附属設備等を適切に取り扱い，許可を受けたもの以外のものを使用し，または移動してはいけません。 

 ○ ふれあいの里の施設およびその敷地内で，許可なく看板，ポスター等の掲示等をしてはいけません。 

 ○ 騒音を発し，暴力を用いる等他人に迷惑をかけはいけません。 

 ○ 所定の場所以外に出入りしてはいけません。 

 ○ 動物（身体障害者補助犬を除く。）を伴って施設に入ってはいけません。 

 ○ 越冬作物，樹系作物または地力減退作物を栽培してはいけません。 

 ○ 年度ごとの閉園が近づいたら閉園日までに使用区画を整理し，原状に回復して指定管理者の点検を受

けたうえで返還してください。 

また，年度の途中で区画の使用を中止した場合や使用の許可を取り消させれた場合等には直ちに原状

に回復して指定管理者の点検を受けたうえで返還してください。 

 ○ 農薬を使用しないこと。ただし，疫病等が発生した場合は，指定管理者の至急報告し，指示を受けて

ください。 

 ○ 別に定める「函館市亀尾ふれあいの里 市民農園利用ルール」を遵守してください。 

 
 


